
❷保険料「所得割額」の軽減
　所得割額を負担する人のうち、基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の人へ適用されていた「所得割額」の２割軽減
措置は平成30年度から廃止されます。　
❸保険料「均等割額」の軽減　　　　（２割、５割軽減については判定基準額を拡大し、対象を拡げます）

 高額療養費の自己負担限度額が変わります
　１か月（同じ月内）の医療費の自己負担額が下表の自己負担限度額を超えた場合、お住まいの市町村担当窓口に申請して
広域連合が認めた場合、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として後日支給されます。（該当者には初回のみ申請書
を送付します。２回目以降は申請の必要はありません。）
　平成30年８月診療分から自己負担限度額が下表のとおり一部改正されます。現役並み所得者Ⅰ、Ⅱの方は、申請により
医療機関での支払額を限度額までとする限度額適用認定証が発行されますので、１か月に医療機関での支払が高額になる
人は、限度額適用認定証の申請をして交付を受けてください。
（限度額適用認定証を提示されない場合、医療機関での支払額が高額になる場合があります。ただし、その場合でも下表
の限度額を超えて支払われた額は、申請により高額療養費として後日支給されます。）

　

 高額医療・高額介護合算療養費制度の自己負担限度額が変わります
　高額医療・高額介護合算療養費制度とは、後
期高齢者被保険者が医療にかかり、また介護サ
ービスを並行して受けた場合において、それぞ
れにおいて１年間（８月１日～翌７月31日）に
自己負担した合計額（高額療養費や高額介護サ
ービス費などで支給された額を除く。）が世帯単
位の算定基準額を超える場合に、お住まいの市
町村担当窓口へ申請して広域連合が認めた場合、
算定基準額を超えた分が支給される制度です。
　その算定基準額が、平成30年８月から右表
のとおり変更されます。

 保険証（被保険者証）を更新します 「保険証は１人に１枚交付されます」
　後期高齢者医療の保険証は町に住
所を有する75歳以上の人と、一定
の障がいがある65歳から74歳の人
で広域連合の認定を受けた人に交付
されます。現在の保険証の有効期限
は７月31日ですので、８月１日か
らは７月中にお送りする新しい保険
証をご使用ください。新しい保険証
はうすい緑色に変わります。古い保
険証を処分されるときは、住所や氏
名が見えないよう裁断するなど、十
分注意してください。
　

 平成30年度の保険料について
　保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険
者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となり、平成30年
度の保険料は平成29年中の所得を基に個人単位で計算されます。
　５月末までに岐阜県の後期高齢者医療の被保険者になられた人
に対して、７月中旬に「後期高齢者医療保険料額決定通知書」をお
送りします。保険料額や納付方法が記載されていますのでご確認
ください。
　

 保険料の納め方について
　保険料の納め方は、年金からお支払いいただく「特別徴収」と、口座振替や納付書でお支払いただく「普通徴収」があります。　
❶年金からのお支払い「特別徴収」
　年金の受給額が年額18万円以上の人で、介護保険と後期高齢者医療制度の保険料の合計額が年金受給額の２分の１を
超えない場合は、年金からお支払いいただきます。　
❷口座振替や納付書によるお支払い「普通徴収」
　特別徴収とならない人は、町から送付される納付書や、口座振替によるお支払いとなります。保険料のお支払い忘れが
なく、便利な口座振替をおすすめします。
　

 保険料の納付方法を特別徴収（年金から納付）から口座振替に変更できます
　保険料を年金からお支払いいただいている人は、口座振替によるお支払いに切り替えることができる場合があります。
お手続き方法などにつきましては健康福祉課にお問い合わせください。
　
  保険料の納付が難しいとき
　健康福祉課では保険料の納付に関する相談を受付しています。失業や災害などで納付が困難な場合はお早めにご相談く
ださい。十分な収入・資産などがあるにもかかわらず保険料を納めない場合には、法律の定めにより滞納処分が行われる
ことがあります。
　

 保険料軽減措置の見直しについて
　保険料の軽減措置につきましては、特例措置が行われてきましたが、平成29年度から段階的に本則への見直しが行わ
れています。平成30年度は次のとおり改正されますが、安定した医療制度運営のため、ご理解をお願いいたします。　
❶被用者保険の被扶養者であった方の保険料「均等割額」の軽減　
　平成30年度分の保険料「均等割額」の軽減割合は７割軽減から５割軽減へ変更されます。保険料「所得割額」の負担はあ
りません。なお所得が低い人に対する軽減にも該当する人は、いずれか大きい軽減が適用されます。
※被用者保険とは…協会けんぽ・健康保険組合・船員保険・共済組合の公的医療保険の総称（国民健康保険・国民健康保険組合は含まれません）

改正

改正

軽減割合 世帯（被保険者および世帯主）の平成29年中の総所得金額等の合計額が
「33万円（基礎控除額）」以下の世帯で、世帯内の被保険者全員の所得が０円となる人。
※年金所得は（年金収入－80万円）で計算。　※特別控除（15万円）の適用はありません。
「33万円」以下の世帯

９割軽減

8.5割軽減
５割軽減
２割軽減

「33万円」＋27.5万円×世帯の被保険者数　以下の世帯　（　　　27万円→27.5万円へ）改正
「33万円」＋50万円×世帯の被保険者数　以下の世帯（　　　49万円→50万円へ）改正

所 得 区 分 算定基準額
212万円
141万円
67万円
56万円
31万円

注　19万円  

現役並み所得者

一般（下記の区分Ⅰ、Ⅱ以外）
区分Ⅱ（世帯全員が非課税者であるが所得がある）
区分Ⅰ（世帯全員が非課税者で所得が０円）

Ⅲ（課税所得690万円以上）
Ⅱ（課税所得380万円以上）
Ⅰ（課税所得145万円以上）

医療費または介護サービス費のどちらかの自己負担額が０円の場合は支給されません。
計算結果が500円以下の場合は支給されません
注：介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円です。

適用区分
現役並み所得者

一般
住民税非課税　区分Ⅱ
住民税非課税　区分Ⅰ
（世帯所得０円など）

外来（個人ごと）
57,600円

14,000円　注2

8,000円

外来＋入院（世帯ごと）
80,100円＋（医療費－267,000円）×1％　［44,400円］　注1

57,600円［44,400円］　注1
24,600円

15,000円

自己負担限度額（月額）平成29年8月～平成30年7月まで

適用区分
Ⅲ 課税所得690万円以上
Ⅱ 課税所得380万円以上
Ⅰ 課税所得145万円以上

現役並み
所得者

外来＋入院（世帯ごと）
252,600円＋（医療費－842,000円）×1％　［140,100円］ 注3
167,400円＋（医療費－558,000円）×1％　［　93,000円］ 注3
　80,100円＋（医療費－267,000円）×1％   ［　44,000円］ 注3

改正

適用区分
一般

住民税非課税　区分Ⅱ
住民税非課税　区分Ⅰ
（世帯所得０円など）

57,600円
24,600円

15,000円

外来＋入院（世帯ごと）外来（個人ごと）

8,000円

18,000円　注2改正

自己負担限度額（月額）平成30年8月～

注１　［　］内は過去12カ月以内に［外来＋
入院］の限度額を超えたことが３回以
上あった場合の４回目以降の限度額

注２　年間（８月～翌年7月）の限度額は、
144,000円です。

注３　［　］内は過去12カ月以内に限度額を
超えたことが３回以上あった場合の
４回目以降の限度額

15 広報ようろう　2018.7.1


